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 一般社団法人滋賀県医師会 

会長 越智 眞一 様 

 

                                      

                                           滋賀県警察本部生活安全部  

                                                   生 活 安 全 企 画 課 長  

                                                   （ 公 印 省 略 ）  

                                                    

   医院を対象とした侵入窃盗事件被害防止の協力について（依頼） 

 秋冷の候、貴会におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

  平素は、警察業務の各般にわたり、御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

   さて、今年に入り、本県をはじめ付近の府県において、歯科医院や耳鼻咽喉科、動物

病院などを対象とした侵入窃盗事件が連続発生しております。 

  これらの事件は、犯人が閉院後に施錠された出入口を破壊して、院内に侵入し現金や 

金庫を盗み出すという特徴があります。 

  このことからも貴会より、各会員の皆様に対して、夜間、閉院後における金品の管理

を厳重にしていただき、防犯カメラやセンサーライトの設置など、より一層防犯対策の

強化について注意喚起していただきますようお願い申し上げます。 
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